
公共施設等適正管理推進事業債の創設  

（１）地方債概要 

１）昭和56年5月31日以前に建築確認を受け建設され、耐震化が未実施の市町村の本庁舎の建替事業 
２）個別施設計画に本庁舎の建替えを位置づけていること 
３）建替え後の庁舎を業務継続計画に位置づけるもの 

 ■対象事業 

 ■充当率等 

 ■事業年度 

平成２９年度から平成３２年度 


